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行
政
の
動
向

　

東
日
本
大
震
災
の
発
生
で
多
く
の
労
働
者

が
職
場
や
住
居
を
失
い
、
失
業
や
一
時
休
業

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
に

よ
れ
ば
、
と
く
に
被
害
が
大
き
か
っ
た
岩
手
、

宮
城
、
福
島
三
県
の
臨
海
部
で
は
八
・
八
万

事
業
所
で
働
く
八
四
・
一
万
人
分
の
就
業
機

会
が
喪
失
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

（「
被
災
者
等
就
労
支
援
・
雇
用
創
出
推
進
会

議
」
第
一
回
会
議
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
提

出
資
料
に
基
づ
く
）。

　

さ
ら
に
一
部
製
造
業
で
は
、
サ
プ
ラ
イ

ヤ
ー
が
被
災
し
た
こ
と
で
部
品
調
達
が
困
難

に
な
り
、
被
災
地
以
外
の
工
場
で
も
生
産
調

整
に
追
い
込
ま
れ
る
例
が
続
出
。
サ
ー
ビ
ス

業
で
も
自
粛
ム
ー
ド
の
広
が
り
や
東
京
電
力

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
か
ら
派
生

し
た
風
評
被
害
の
影
響
で
客
足
が
激
減
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
長
引
け
ば
、
さ
ら

な
る
雇
用
の
喪
失
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
、

今
後
も
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
だ
。

　

こ
う
し
た
な
か
政
府
で
は
、
震
災
発
生
直

後
か
ら
、
緊
急
雇
用
労
働
対
策
と
し
て
、
既

存
制
度
の
枠
組
み
を
利
用
し
、
特
例
措
置
を

施
す
と
と
も
に
、「
被
災
者
等
就
労
支
援
・

雇
用
創
出
推
進
会
議
」
を
設
置
し
、
関
係
省

庁
と
の
連
携
に
よ
る
就
労
支
援
・
雇
用
創
出

策
を
実
施
。
さ
ら
に
、
補
正
予
算
に
よ
る
施

策
の
裏
打
ち
・
拡
充
と
法
改
正
を
伴
う
総
合

的
な
対
策
と
段
階
を
踏
み
つ
つ
、
網
羅
的
な

対
策
を
講
じ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
こ
の
う
ち
、
厚
生
労
働
省
の
施

策
を
中
心
に
具
体
的
な
対
策
を
概
観
す
る
。

雇
調
金
、
失
業
手
当
等
の
拡
充
で

緊
急
措
置

　

厚
生
労
働
省
で
は
震
災
発
生
直
後
か
ら
、

「
雇
用
保
険
」
や
「
雇
用
調
整
助
成
金
」
な

ど
既
存
の
ス
キ
ー
ム
を
特
例
的
に
拡
充
し
、

緊
急
的
な
雇
用
労
働
対
策
を
進
め
て
き
た

（
表
１
）。

　

雇
用
保
険
関
連
で
は
、
特
例
と
し
て
、
事

業
所
の
被
災
に
よ
り
、
休
業
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
場
合
や
災
害
救
助
法
の
指
定
地
域
に
あ

る
事
業
所
で
一
時
的
に
離
職
し
た
場
合
に
も

失
業
手
当
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　

景
気
変
動
の
影
響
な
ど
で
業
績
が
悪
化
し

た
事
業
所
に
対
し
、
国
が
休
業
手
当
の
一
部

を
負
担
す
る
雇
用
調
整
助
成
金
制
度
に
も
特

例
を
設
け
た
。
従
来
、
天
災
は
対
象
外
だ
っ

た
が
、
今
回
の
特
例
で
は
、
震
災
の
影
響
で

従
業
員
が
出
勤
出
来
な
か
っ
た
り
、
工
場
や

設
備
な
ど
が
損
壊
し
、
修
理
業
者
の
手
配
や

部
品
の
調
達
が
困
難
な
た
め
、
早
期
の
修
復

が
で
き
な
い
な
ど
の
理
由
で
生
産
活
動
の
縮

小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場
合
に
も
支
給
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

対
象
と
な
る
の
は
青
森
、
岩
手
、
宮
城
、

福
島
、
茨
城
、
栃
木
、
千
葉
、
新
潟
、
長
野

の
九
県
の
災
害
救
助
法
適
用
地
域
の
事
業
所
。

こ
れ
ま
で
直
近
三
カ
月
間
の
平
均
売
上
高
が

そ
の
直
前
や
前
年
同
期
に
比
べ
て
減
少
し
て

い
る
こ
と
を
支
給
要
件
と
し
て
き
た
が
、
こ

れ
を
一
カ
月
間
に
短
縮
。
さ
ら
に
生
産
量
や

売
上
高
な
ど
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場
合
で

も
申
請
を
可
能
に
し
た
ほ
か
、
休
業
の
実
施

な
ど
に
関
す
る
計
画
届
の
事
後
提
出
や
三
月

一
一
日
に
遡
及
し
て
の
助
成
も
認
め
る
。
被

災
地
以
外
の
事
業
所
で
も
、
被
災
地
の
事
業

所
と
緊
密
な
取
引
関
係
が
あ
る
場
合
や
計
画

停
電
の
影
響
を
受
け
た
場
合
も
一
部
の
特
例

が
適
用
さ
れ
る
。

　

震
災
の
影
響
で
企
業
に
よ
る
内
定
取
り
消

し
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
か
ら
、
新
卒
者
対

策
に
も
注
力
し
て
き
た
。
厚
生
労
働
省
の
ま

と
め
に
よ
れ
ば
、
内
定
の
取
り
消
し
は
四
月

二
二
日
現
在
で
二
八
一
人
に
の
ぼ
る
。
入
社

の
延
期
や
自
宅
待
機
も
一
七
三
九
人
に
達
し

た
。
事
態
を
重
く
み
た
厚
生
労
働
省
は
経
済

団
体
な
ど
に
対
し
、
新
卒
者
が
可
能
な
限
り

入
社
で
き
る
よ
う
強
く
要
請
す
る
と
と
も
に
、

新
入
社
員
を
や
む
な
く
休
業
さ
せ
る
場
合
に

も
雇
用
調
整
助
成
金
を
支
給
で
き
る
よ
う
に

し
た
。

　

さ
ら
に
、「
被
災
地
」
の
卒
業
後
三
年
以

内
の
既
卒
者
を
採
用
す
る
事
業
主
に
対
し
、

「
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
奨
励
金
」
や
「
採
用
拡

大
奨
励
金
」
の
支
給
要
件
を
緩
和
し
、
支
給

額
を
拡
充
す
る
な
ど
の
措
置
も
設
け
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
①
職
業
紹
介
②
労
働
相
談
③

未
払
賃
金
立
替
払
い
③
労
災
保
険
給
付
④
労

働
保
険
料
や
社
会
保
険
料
の
特
例
⑥
中
小
企

業
退
職
金
共
済
制
度
や
勤
労
者
財
産
形
成
持

家
融
資
制
度
の
特
例
⑦
雇
用
問
題
を
は
じ
め

派
遣
、
有
期
契
約
・
パ
ー
ト
労
働
者
等
の
雇

用
維
持
・
確
保
に
係
る
経
済
団
体
へ
の
要
請

⑧
職
業
訓
練
の
機
動
的
な
拡
充
・
実
施
―
―

な
ど
多
面
的
な
観
点
か
ら
措
置
を
拡
充
し
た
。

し
ご
と
協
議
会
や
復
興
事
業
等
で

雇
用
創
出

　

政
府
は
震
災
か
ら
二
週
間
あ
ま
り
が
経
過

し
、
被
災
者
や
避
難
者
の
生
活
再
建
に
向
け
、

本
格
的
な
就
労
機
会
を
確
保
す
る
重
要
性
が

高
ま
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
厚
生
労
働
省
、

総
務
省
、
国
土
交
通
省
、
農
林
水
産
省
、
経

済
産
業
省
、
環
境
省
の
関
係
各
省
の
連
携
に

よ
る
対
策
を
行
う
た
め
、
三
月
二
八
日
、「
被

災
者
等
就
労
支
援
・
雇
用
創
出
推
進
会
議
」

（
座
長
＝
小
宮
山
厚
生
労
働
副
大
臣
）
を
設

置
。
四
月
五
日
に
は
第
一
段
階
（
フ
ェ
ー
ズ

１
）
と
し
て
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て
取
り

組
む
べ
き
当
面
の
対
策
を
ま
と
め
た
。

　
「
被
災
者
の
仕
事
と
暮
ら
し
を
日
本
中
が

一
つ
に
な
っ
て
支
え
る
」
と
の
意
味
を
込
め
、

「『
日
本
は
ひ
と
つ
』し
ご
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

と
名
付
け
た
対
策
で
は
、
①
復
旧
事
業
等
に

よ
る
確
実
な
雇
用
創
出
（
重
点
分
野
雇
用
創

造
事
業
と
緊
急
雇
用
創
出
事
業
の
拡
充
、「
地

元
優
先
雇
用
」
へ
の
取
り
組
み
）
②
被
災
者

と
し
ご
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
体
制
の
強
化（「
日

本
は
ひ
と
つ
」
し
ご
と
協
議
会
の
創
設
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
機
能
の
拡
大
）
③
被
災
者
の
雇

用
の
維
持
確
保
（
雇
用
調
整
助
成
金
の
さ
ら

な
る
拡
充
）
―
―
な
ど
一
連
の
施
策
を
打
ち

出
し
た
。

　

具
体
的
に
み
る
と
、
復
旧
事
業
等
で
は
イ

ン
フ
ラ
復
旧
、
が
れ
き
の
撤
去
、
仮
設
住
宅

の
建
設
、
被
災
住
宅
の
補
修
・
再
建
等
を
通

じ
雇
用
を
創
出
す
る
。
ま
た
、
重
点
分
野
雇

用
創
造
事
業
及
び
緊
急
雇
用
創
出
事
業
で
は
、

対
象
分
野
に
新
た
に
「
震
災
対
応
分
野
」
を

追
加
。
①
避
難
所
に
お
け
る
子
ど
も
の
一
時

預
か
り
や
高
齢
者
の
見
守
り
②
被
災
地
域
の

治
安
確
保
の
た
め
の
パ
ト
ロ
ー
ル
③
が
れ
き

雇
用
・
労
働
に
か
か
わ
る
政
府
の
対
応

─
─
東
日
本
大
震
災
に
対
応
し
た
厚
労
省
の
施
策
を
中
心
に
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や
漂
流
物
の
仕
分
け
・
片
付
け
、
高
齢
者
宅

の
片
付
け
支
援
④
被
災
地
域
の
環
境
美
化
、

ま
ち
づ
く
り
に
向
け
た
植
栽
―
―
な
ど
を
行

う
事
業
で
、
都
道
府
県
や
市
町
村
が
臨
時
職

員
を
雇
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　

マ
ッ
チ
ン
グ
体
制
の
強
化
で
は
、
す
べ
て

の
都
道
府
県
に
「『
日
本
は
ひ
と
つ
』
し
ご

と
協
議
会
」
を
設
置
。
各
労
働
局
を
中
心
に

自
治
体
、
出
先
機
関
、
関
係
団
体
等
が
一
体

と
な
っ
て
情
報
を
共
有
し
、
生
活
か
ら
就
労

ま
で
効
果
的
な
支
援
が
行
え
る
よ
う
に
す
る
。

さ
ら
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
通
常
の
主
な

対
象
は
離
職
し
た
会
社
員
だ
が
、
今
回
は
被

災
地
の
地
域
特
性
を
踏
ま
え
、
農
林
漁
業
や

自
営
業
の
離
職
者
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
支

援
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
に
よ
り
、
現
時
点
で

①
重
点
分
野
雇
用
創
造
事
業
と
緊
急
雇
用
創

出
事
業
の
拡
充
を
通
じ
、
約
一
万
四
○
○
○

人
②
被
災
地
復
旧
事
業
で
約
二
三
八
九
人
③

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
寄
せ
ら
れ
た
被
災
者
向
け

求
人
で
約
二
万
五
九
三
七
人
④
そ
の
他
農

業
・
漁
業
等
の
求
人
で
約
一
二
二
八
人
―
―

の
計
四
・
四
万
人
分
の
雇
用
機
会
が
、
確
保

さ
れ
つ
つ
あ
る
。

フ
ェ
ー
ズ
２
で
は
二
○
万
人
の
雇

用
創
出
効
果

　

被
災
者
等
就
労
支
援
・
雇
用
創
出
推
進
会

議
は
四
月
二
七
日
、「『
日
本
は
ひ
と
つ
』
し

ご
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
フ
ェ
ー
ズ
２
）」
の

内
容
を
明
ら
か
に
し
た
。
フ
ェ
ー
ズ
１
が
当

面
の
緊
急
総
合
対
策
と
し
て
、
既
存
制
度
の

枠
組
み
で
特
例
措
置
を
行
っ
て
い
た
の
に
対

し
、
フ
ェ
ー
ズ
２
は
補
正
予
算
措
置
や
法
改

正
を
伴
う
対
策
を
ま
と
め
た
も
の
。
フ
ェ
ー

ズ
１
で
は
約
四
・
四
万
人
分
の
雇
用
機
会
が

確
保
さ
れ
た
が
、
フ
ェ
ー
ズ
２
で
は
さ
ら
に

約
四
兆
円
規
模
の
予
算
を
投
じ
、
二
○
万
人

程
度
の
雇
用
創
出
効
果
と
一
五
○
万
人
超
の

雇
用
下
支
え
効
果
を
見
込
む
。

　

フ
ェ
ー
ズ
２
の
柱
は
三
本
。一
つ
目
の「
復

旧
事
業
等
に
よ
る
確
実
な
雇
用
創
出
」
で
は

二
○
万
人
規
模
の
雇
用
創
出
を
見
込
む
。
二

つ
目
の
「
被
災
し
た
方
々
の
新
た
な
就
職
に

向
け
た
支
援
」
で
は
約
六
万
人
分
の
雇
用
下

支
え
効
果
を
ね
ら
う
。
三
つ
目
の
「
被
災
し

た
方
々
の
雇
用
の
維
持
・
生
活
の
安
定
」
に

は
、
一
四
六
万
人
分
の
雇
用
を
下
支
え
し
、

四
三
万
人
分
の
生
活
を
安
定
さ
せ
る
効
果
が

あ
る
と
し
て
い
る
。

　

一
本
目
の
柱
「
復
旧
事
業
等
に
よ
る
確
実

な
雇
用
創
出
」
で
は
、
震
災
で
損
傷
し
た

道
路
、
上
下
水
道
、
港
湾
と
い
っ
た
イ
ン

フ
ラ
の
復
旧
や
が
れ
き
の
処
理
な
ど
に
約

二
兆
四
九
四
○
億
円
を
計
上
し
た
。
さ
ら
に

フ
ェ
ー
ズ
１
で「
重
点
分
野
雇
用
創
造
事
業
」

を
拡
充
し
た
こ
と
に
対
応
し
、
基
金
の
額
を

五
○
○
億
円
積
み
増
し
た
。

　

二
本
目
の
柱
「
被
災
し
た
方
々
の
新
た
な

就
職
に
向
け
た
支
援
」
に
は
約
一
五
八
億
円

を
計
上
し
た
。
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
就
職

が
困
難
な
者
を
雇
い
入
れ
た
事
業
主
に
支
給

さ
れ
る
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
に
特

例
措
置
を
設
け
、
震
災
の
影
響
で
職
を
失
っ

た
従
業
員
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
の
紹
介
で

雇
い
入
れ
た
事
業
主
も
助
成
対
象
と
す
る
。

支
給
額
は
大
企
業
で
五
○
万
円
、
中
小
企
業

で
九
○
万
円
と
な
る
。

　

被
災
者
の
職
業
訓
練
の
拡
充
な
ど
に
は

四
四
億
円
を
投
じ
る
。
被
災
地
で
職
を
失
っ

た
人
た
ち
に
対
し
、
建
設
関
連
の
知
識
や
技

能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、
職
業
訓
練
施
設
の

定
員
枠
を
拡
充
す
る
。
今
後
の
復
興
で
雇
用

が
活
発
化
す
る
建
設
業
で
の
就
職
を
増
や
す

の
が
ね
ら
い
。
震
災
で
被
害
を
受
け
た
公
共

職
業
能
力
開
発
施
設
や
認
定
職
業
訓
練
校
の

復
旧
も
急
ぐ
。

　

被
災
地
に
お
け
る
復
旧
工
事
で
労
働
災
害

を
防
止
す
る
た
め
、
安
全
衛
生
対
策
に
は

一
七
億
円
を
計
上
。
被
災
者
就
労
支
援
で
建

設
業
に
不
慣
れ
な
労
働
者
の
増
加
が
予
想
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
岩
手
、
宮
城
、
福
島
に
拠

点
を
設
置
し
、
安
全
衛
生
教
育
や
巡
回
パ
ト

ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
。

　

震
災
で
職
を
失
っ
た
人
た
ち
の
就
職
支
援

に
も
取
り
組
む
。
避
難
所
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

の
「
就
職
支
援
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
」
に
よ
る
職

業
相
談
や
臨
床
心
理
士
な
ど
に
よ
る
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を
実
施
す
る
。
同
時
に
社
宅

を
用
意
し
、
被
災
者
を
積
極
的
に
受
け
入
れ

る
企
業
の
求
人
開
拓
を
積
極
的
に
行
う
た
め
、

「
求
人
開
拓
推
進
員
」
を
三
○
人
増
員
し
た
。

さ
ら
に
被
災
地
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
他
の
地

域
か
ら
職
員
を
派
遣
し
、
相
談
体
制
を
強
化

す
る
。
雇
用
保
険
や
雇
用
調
整
助
成
金
の
支

給
手
続
き
な
ど
を
迅
速
に
行
う
た
め
、
相
談

員
を
九
四
九
人
増
や
す
。

　

新
卒
者
へ
の
就
職
支
援
に
は
一
五
億
円
を

計
上
し
た
。
企
業
や
大
学
と
連
携
し
、
学
生

の
就
職
支
援
に
取
り
組
む
「
ジ
ョ
ブ
サ
ポ
ー

タ
ー
」
を
一
○
○
人
増
員
し
、
被
災
者
向
け

の
求
人
開
拓
を
行
う
ほ
か
、
大
学
・
高
校
や

避
難
所
で
の
出
張
相
談
も
行
う
。
さ
ら
に
、

都
内
で
被
災
し
た
学
生
の
採
用
に
積
極
的
な

企
業
を
集
め
た
「
被
災
学
生
支
援
就
職
面
接

会
」
を
開
催
す
る
。

雇
用
調
整
助
成
金
の
拡
充
に
七
二

六
九
億
円

　

三
本
目
の
柱
「
被
災
し
た
方
々
の
雇

用
の
維
持
・
生
活
の
安
定
」
に
は
約

一
兆
七
三
六
九
億
円
を
投
入
す
る
。
こ
の

う
ち
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
拡
充
に
は

七
二
六
九
億
円
を
充
て
る
。
新
た
な
特
例
措

置
と
し
て
、
震
災
発
生
前
に
す
で
に
助
成
金

の
支
給
を
受
け
て
い
た
事
業
主
で
あ
っ
て
も
、

震
災
の
影
響
で
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
場

合
、
こ
れ
ま
で
の
支
給
日
数
に
か
か
わ
ら
ず

最
大
三
○
○
日
ま
で
支
給
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
し
た
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
発
生
後

の
厳
し
い
雇
用
情
勢
を
踏
ま
え
、
被
保
険
者

期
間
六
カ
月
未
満
の
従
業
員
で
も
助
成
の
対

象
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
暫
定
措
置
も
延
長

す
る
。

　

雇
用
保
険
の
延
長
給
付
を
拡
充
す
る
た
め
、

二
九
四
一
億
円
を
計
上
し
た
。
現
在
、
特
例

措
置
と
し
て
、
震
災
で
や
む
な
く
職
を
失
っ

た
人
に
対
し
、
雇
用
保
険
の
失
業
給
付
日
数

を
六
○
日
延
長
す
る
「
個
別
延
長
給
付
」
を

行
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
を
六
○
日
延

長
し
、
計
一
二
○
日
ま
で
受
給
で
き
る
よ
う

に
す
る
。
特
例
措
置
の
実
施
に
あ
た
り
、
関

係
法
の
改
正
を
行
う
。

　

震
災
の
影
響
で
多
く
の
企
業
が
倒
産
し
、

賃
金
が
支
払
わ
れ
な
い
ま
ま
退
職
に
追
い
込

ま
れ
る
従
業
員
が
急
増
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
国
が
事
業
主
に
代
わ
っ
て
未
払
い

の
賃
金
を
支
払
う「
未
払
賃
金
立
替
払
制
度
」

の
原
資
を
約
一
四
三
億
円
増
額
す
る
。
さ
ら

に
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
各
労
働
局
や
労
働

基
準
監
督
署
の
調
査
員
を
増
員
す
る
こ
と
で
、

支
払
手
続
き
を
迅
速
化
す
る
。

　

小
宮
山
厚
生
労
働
副
大
臣
は
、
さ
ら
な
る

追
加
対
策
に
つ
い
て
、「
第
二
次
補
正
予
算

に
向
け
、
復
興
計
画
の
進
捗
を
見
な
が
ら
中

長
期
的
な
施
策
を
打
ち
出
す
」
と
コ
メ
ン
ト

し
た
。

（
調
査
・
解
析
部　

米
島
康
雄
、渡
辺
木
綿
子
）
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表１　主な緊急雇用労働対策
内　　　　　　　　容

雇用保険
○事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したため休業を余儀なくされ、
賃金が支払われない場合、実際に離職していなくても失業手当を受給できる
特例を実施

○災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したた
めに、一時的な離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が
予定されている場合でも、失業手当を受給できる特例を実施

職業紹介

○全国のハローワークで、｢ 震災特別相談窓口 ｣ を設置。以下①～④など被
災者に対する就職支援を強化
①出張相談の実施～ハローワークから避難所等へ出向き、多様な就業形態に
関する職業相談、雇用保険の手続きの相談等、労働相談、メンタルヘルス相
談等を実施②広域職業紹介の実施～全国の求人情報が検索できるシステムに
よる広域的な職業紹介の実施。職業転換給付金制度（「広域求職活動費（遠
隔地面接旅費相当）」「移転費（転居費相当）」の支給）の活用

③被災者の雇い入れを行う求人の確保～全国のハローワークにおいて寮・社
宅付き求人を確保④東北の被災者のため、大都市圏等において合同求人面接
会を開催

○被災者と仕事のマッチング強化（「日本はひとつ」しごと協議会の創設 、
ハローワーク機能の拡大）

雇用関係
助成金

【雇用調整助成金：原則として経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくさ
れた（最近３カ月の生産量、売上高等が直前の３カ月または前年同期比５％以
上減少している）雇用保険適用事業所の事業主が、雇用を維持するため休業
等を実施した場合に、休業に係る手当等の事業主負担相当額の一部（中小企
業の場合、８割）を助成】

○青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野――の９県の災
害救助法適用地域に所在する事業所の事業主について、以下①～③の特例を
設定。また、これらの地域に所在する事業所等と一定規模以上の経済的関係
を有する事業所や、計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動
が縮小した事業所についても、以下の①・②の特例を適用

【特例の内容】①事業活動縮小の確認期間の短縮（３カ月→１カ月へ）②生産
量等が減少見込みの場合でも申請を可能に③計画届の事後提出を可能にする

ともに、３月１１日まで遡及して助成

○申請関係書類の提出が困難な事業主には申立書等による代替を認めるなど
できる限り手続きを簡素化
【特定求職者雇用開発助成金：大企業５０万円、中小企業９０万円】
被災した離職者を対象にした雇入れ助成金を通じ、インセンティブを付加し
て地元者を紹介

【実習型雇用支援事業】
被災地の企業において、被災地に居住するフリーターなどの求職者及び被災
地の事業所を離職した求職者を雇用する場合、トライアル雇用である本事業
の対象とし、地元での雇用を促進する。（試行雇用１人につき月額１０万円（最
大６カ月）、その後正規雇用化した場合は６カ月ごとに５０万円（２回））

雇用創出基金
事業

○東日本大震災により仕事を失われた方々の雇用の場を早急に確保するため、
雇用創出のための基金事業（重点分野雇用創造事業、緊急雇用創出事業）の
要件緩和を実施

◆重点分野雇用創造事業
○対象分野に「震災対応分野」を追加するとともに、雇用期間について複数
回更新を可能にするとともに、既に通算１年雇用されたことがある方も再度
の雇用を可能に
○都道府県又は市町村の臨時職員等として雇用し、以下のような事業を実施
することが可能（企業、ＮＰＯ等への委託による実施も可能）

・避難所や被災地域の治安確保のためのパトロールを行う事業
・ 避難所での子どもの一時預かりや高齢者の見守りを行う事業
・がれきや漂流物の仕分け・片付け、高齢者宅の片付け支援を行う事業
・被災地域の環境美化、まちづくりのための植栽を行う事業

◆緊急雇用創出事業
○雇用期間の複数回更新を可能とする

新卒者

○厚労相、文科相から主要経済団体等（２５８団体）や求人情報事業所団体に
対し、採用内定を得ている被災地の新卒者等が可能な限り入社できるよう、
また予定していた期日に入社できるよう、最大限の努力等を要請

○新入社員を当面の間、休業させる場合に、雇用調整助成金の「雇用保険被
保険者期間６カ月以上」要件の適用除外を活用

○全国の新卒応援ハローワーク等に「学生等震災特別相談窓口」等を設置し、
採用内定取消し者等への相談や就職支援を実施

○ハローワークの紹介により、「被災地」の卒業後３年以内の既卒者を採用す
る事業主に対する奨励金について、支給金額の拡充・要件緩和を実施
①「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金：有期雇用（原則３カ月）１人月１０
万円、正規雇用から３カ月経過後に５０万円」( 卒業後３年以内の既卒者（高校・

大学等が対象）を正規雇用へ向けて育成するため、まず有期で雇用しその後
正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークで支給。被災地に居住す
る３年以内未就職既卒者が対象の場合は、トライアル雇用後、正規雇用での
雇入れに対する奨励金額を６０万円に拡充） ②「３年以内既卒者（新卒扱い）
採用拡大奨励金：正規雇用から６カ月経過後に１００万円・１事業所１回限り」(
卒業後３年以内の既卒者（大学等が対象）も応募可能な新卒求人を提出し、
既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークで支給。被災地に居住す
る３年以内未就職既卒者が対象の場合は、１２０万円・１事業所１０回限りに拡充・
緩和）

○重点分野雇用創造事業等を活用し、自治体による雇用を推進

派遣、有期・パ
ートの雇用維持
・確保

○震災等の影響により、いわゆる「派遣切り」の恐れがある派遣労働者、解
雇・雇止めの恐れがある有期契約労働者及びパート労働者について、事業主
が雇用の安定とその保護を図るため、最大限の配慮をしてもらえるよう、厚
労相名で人材派遣関係団体や主要経済団体に対し要請

○被災した派遣労働者や、求職者と人材を必要とする企業の迅速なマッチン
グに向け、さまざまな広域ネットワークも活用しつつ、積極的に取り組んで
もらえるよう人材ビジネス事業者団体に要請書を手交

雇用問題への
配慮に関する
経済団体要請

○震災に係る雇用問題に配慮頂くよう、日本経団連、全国中小企業団体中央
会及び日本商工会議所に対し、以下の内容で大臣から、直接要請を実施
①雇用調整助成金を活用した従業員の雇用の維持②被災地外での就職も含め
た求人の積極的な申込③被災した未就職卒業者の積極的な採用④電力 足に
対応するために労働条件を変更する場合の労使での十分な話合い⑤非正規労

働者の雇用の確保

○関係省庁連名で、被災者の受け入れに積極的な企業の発掘や、求人情報の
ハローワークへの提出について４６０団体に要請

未払賃金立替
払制度

○地震の直接的な被害により事業活動が停止した、被災地域の中小企業に雇
用されていた労働者の未払賃金の立替払いについて、申請に必要な書類を簡

略化するとともに、迅速な処理を実施

労災保険給付
○労災診療や休業補償の請求が、医療機関や事業主の証明がなくても可能と
する弾力的な取扱いを実施

○労災保険給付の請求に関して、認定のための資料が散逸している場合の調
査要領を定めるとともに、迅速な労災補償を行うこと等について労働局に指
示

労働保険料
○被災地域（青森、岩手、宮城、福島、茨城）における労働保険料の納付期
限（７月）等を、申請など特段の手続の必要なく延長

また、納付期限延長の対象地域以外の事業主でも、震災により財産に相当な
損失を受けた場合は、事業主からの申請に基づき、個別に労働保険料の納付
を猶予

社会保険料
○被災地域にある事業所について、厚生年金保険料（健康保険等含む）の納
付期限を延長・猶予

（○国民健康保険は、保険者の判断で保険料（税）の減免、徴収猶予並びに
納期限の延長等が可能。また、国民年金保険料は、一定の要件に該当する場合、
申請に基づく災害時の保険料免除が可能）

職業訓練 ○訓練定員の拡充や被災者向けの特別コースの設定など、被災地や被災者の
受入先等における公的な職業訓練（建設関連分野など）を機動的に拡充

・実施するとともに、ハローワークで効果的にマッチング

雇用促進住宅
○利用可能戸数 全国３万９, １４２戸、うち東北三県計３, ５４１戸

○緊急避難者に一時入居先（①家賃、敷金、駐車場は無料②入居期限は６カ

月毎に最長２年まで更新可能）として提供。自治体からの要望に応じ、緊急
避難場所として活用

資料出所：厚労省公表資料より主なものを抜粋及び情報を追加して筆者ら作成


